
【経過措置その１】インボイス番号のない領収書・請求書を受け取る場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
                                                                           
           
              経過措置期間 その１            経過措置期間 その２          インボイス本格スタート ! 
 
             登録番号なしの請求書等にある消費税。   登録番号なしの請求書等にある消費税。 登録番号なしの請求書等にある消費税。 

         その 80%は預り消費税から差引 OK。   その 50%は預り消費税から差引 OK。    預り消費税から差引くことは不可能。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実際の会計処理はどうすればよいのか? 
 
 

 

 
1) まずは請求書や領収書を受け取ります。 

  
 ↓ ↓ ↓ 
 

 
                                     100% 差引 OK なもの 
 
                                     80% (or 50%) 
                                     差引 OK のもの 
 
                                     全く差し引けないもの 
                               又は消費税対象外のもの 
 

 
2) 次に、受け取った請求書や領収書を分類します。 
 
  6 年間の経過措置の期間中は、 
「消費税のうち 80%（又は 50%）の差し引きができるもの」 
 を区別しないといけません。 
   
  

  

インボイス制度開始 

 2023 年 10 月～ 2026 年 10 月～ 

  
 

8 円は 

差引 OK 

5 円は 

差引 OK  
 

 

 

2029 年 10 月～ 

100 円 

＋税10円 

100 円 

＋税10円 

差引は 

不可能。 
100 円 

＋税10円 


